
　公共下水道事業を含む各種汚水処理事業は、地方財政上の公営企業とされ、その事業に伴う収
入によって経費を賄い、自立性をもって事業を継続していく「独立採算制の原則」が適用されます。

　全国的な汚水処理事業における使用料収入は、人口減少に伴い減少しており、限られた財源の
中で、汚水処理事業を運営していくことが求められています。

　この章では、県内の汚水処理事業における経営状況や、汚水処理を取り巻く環境変化を踏まえて、
今後の汚水処理事業の運営方針を定めています。
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図 5-1　県内の汚水処理事業の経営状況 (2023 年度 )

5.1　これまでの取組み

　県内で維持運営を行っている公共下水道や集落排水施設等の汚水１㎥
あたりの費用（県平均）をみると、処理をするために必要な経費（維持
管理費）は 127 円 /㎥、建設時の借金返済などの分が 61 円 /㎥となっ
ており、支出は併せて 188 円 /㎥です。それに対する収入は、使用料収
入 163 円 /㎥と、一般会計からの繰入 25 円 /㎥です。

　使用料徴収の対象となる汚水量を有収水量といい、有収水量１㎥あたりの使用料収入を使用料
単価といいます。

　一方、有収水量１㎥あたりの汚水処理費を汚水処理原価といい、汚水処理費は維持管理費と資
本費に分けられます。維持管理費は、処理運営に必要な費用で、人件費、動力費、薬品費や修繕
費などです。資本費は、年数が経過するために施設価値が下がることを費用としてみる減価償却費、
借金の支払い利息です。

使用料単価（円／㎥）＝
使用料収入額（円）
有収水量（㎥）

汚水処理原価（円／㎥）＝
汚水処理費（円）
有収水量（㎥）
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　汚水処理施設を経営するには、各家庭から排出された汚水を処理場まで運ぶための管きょの清
掃やポンプ場の運転、汚水をきれいな水にするための処理施設の運転などに係る費用（それらを
合わせて維持管理費）と、それらの汚水処理施設を建設するために要した資金の返済に係る費用
が必要です。それらの支出を、使用料収入と一般会計からの繰り入れで賄っています。

　岩手県内の下水道事業における使用料単価と汚水処理原価の推移を、表 5-1 および図 5-2 に示し
ます。
　有収水量および下水道使用料は、2021 年度をピークに徐々に減少傾向にあるものの、今後も概
ね 11,000 百万円程度で推移するものと見込まれます。汚水処理費の内訳を見ると、維持管理費は
施設の老朽化に伴い増加傾向にある一方、資本費は年々減少傾向にあります。
　10 年前と比較すると、下水道使用料単価と汚水処理原価の乖離は徐々に縮小していますが、持
続的な事業経営を行っていくために、今後さらに増大が見込まれる維持管理費に対応する適正な
使用料の設定が求められます。

　維持管理費の大部分は処理場施設の運転にかかるものであり、一部の処理場施設では、近くの
より大きい処理場への集約が可能となっている箇所もあります。また、最新の技術を導入するこ
とで運転費用を下げることも可能な場合があり、処理場施設の統廃合や運転経費の低減に努めて
いくことが重要となっています。

表 5-1　県内の下水道事業における有収水量と下水道使用料単価、汚水処理原価の推移
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　次に、集落排水事業における使用料単価と汚水処理原価の推移を、表 5-3 および図 5-2 に示します。
　集落排水事業については、下水道事業に先行して有収水量および下水道使用料がピークを迎え
ており、今後もさらなる減少傾向が見込まれます。汚水処理費についても下水道事業と同様に、
維持管理費は今後増加していくものと考えられます。
　また、下水道と同様、集落排水事業においても、処理場施設の統廃合や運転経費の低減に努め
ていくことが重要です。

図 5-2　県内の集落排水事業における維持管理費、資本費、下水道使用料と有収水量

図 5-1　県内の下水道事業における有収水量と下水道使用料単価、汚水処理原価の推移
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図 5-2　県内の集落排水事業における有収水量と下水道使用料単価、汚水処理原価の推移
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図 5-4　全国の下水道の使用料単価と汚水処理原価の状況

図 5-3　県内の下水道の使用料単価と汚水処理原価の状況

　下水道の経営状況を人口規模別に示します。
　県内では、市部、町村部ともに使用料単価が汚水処理原価を下回って
います。また、町村部の汚水処理原価が高い状況にあります。
　全国平均値との比較では、岩手県の方が使用料単価・汚水処理原価と
もやや高く、特に汚水処理原価の方が全国平均値との差が大きい状況に
あります。
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　使用料単価は、汚水処理原価の大小に関わらず、どの地域でも同程度に設定されています。
　汚水処理施設は長期にわたり整備される社会インフラ施設です。このため国では、世代間負担
の公平性や他の公共料金、住民の負担可能額等を勘案するとともに、汚水処理原価を回収できな
い事業では、まずは使用料改定などにより、適正化を図っていくべきとしています。

　下水道の使用料単価を全国平均値と比較すると、全国平均の約 140 円 /㎥に対し、岩手県では約
160 円 /㎥となっており、やや高い状況となっています。
　一方で、下水道の汚水処理原価を全国平均と比較すると、全国平均の約 140 円 /㎥に対し、岩手
県では約 180 円 /㎥となっており、前述の使用料単価の全国平均値との差よりも乖離が大きい状況
となっています。汚水処理原価の全国平均値との乖離は、特に町村部の方が大きい傾向にあります。

　一般的に、施設整備・接続が進む過程で有収水量が増加し、施設が効率的に稼働することで汚
水処理原価は減少すると考えられます。一方で、本県では全体的な傾向として、接続率がいまだ
低いこと、節水意識の定着を背景に有収水量が伸びていないことから、汚水処理原価が高くなっ
ています。特に町村部では人口密度が小さく、都市部と比較して効率的な施設整備が困難である
ことから、汚水処理原価の高止まりが顕著となっています。
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図 5-5　各汚水処理事業の接続率の推移

図 5-6　接続率向上のイメージ

　各汚水処理事業の接続率の推移を示します。
　接続率は、処理を開始してから徐々に高くなっていく傾向があり、各
汚水処理事業ともに上昇しています。下水道や農業集落排水では高い接
続率となっていますが、漁業集落排水の接続率が依然として低い傾向に
あります。なお、2024 年度における県全体の接続率は 90.0％となって
います。

　汚水処理事業は、先行的に施設整備を行い、当該施設を用いて提供する汚水処理サービスの対
価として使用料を収入することにより、施設建設費に要した経費を回収しています。
　したがって、汚水処理事業の接続率を上げることは、整備した施設の利用効率を高めるとともに、
有収水量の増加による使用料収入の確保に直結することから、事業経営の安定化にとって重要な
取組みとなっています。
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表 5-4　広域化・共同化計画に基づく主な取組内容

　汚水処理事業の持続可能な事業運営を推進するための広域的な取組方
針として、2022 年８月に「岩手県汚水処理事業広域化・共同化計画」
を策定しました。
　広域化・共同化計画では、流域下水道の処理区分、維持管理、現行事
業及び地形等に基づき県内を 8 ブロックに分け、各種施策に関する主な
取組内容を定めています。

出典：岩手県汚水処理事業広域化・共同化計画を参考に作成
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図 5-7　広域化・共同化計画に基づくブロック分割図
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図 5-8　処理施設の統合・接続イメージ

　汚水処理施設の既整備区域や整備手法を確定していた区域では、整備
手法の見直しや施設の統廃合を進め、効率的な整備を進めてきました。

■ 集落排水区域を下水道へ接続
集落排水と下水道の連携整備、集落排水施設の改築・更新時期に下水
道へ接続

■ 複数の集落排水施設を統廃合
近接する複数の集落排水施設を管きょで接続して、一つの処理場で処
理を実施

　集落排水区域の処理場を建設しないで下水道に接続するという連携整備や、老朽化した処理場
を改築・更新しないで近傍の下水道に接続するなど、集落排水地区を下水道の処理場で処理する
取組みが行われています。
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5.2　社会経済情勢等の変化

　本県の総人口は、第３章でも述べたように 2000 年以降、急速に減少しています。また、高齢化
も進行しており、汚水処理施設へ流入する有収水量の減少に伴って使用料収入が減少する傾向に
あります。

　総務省では、公営企業である下水道事業等に対して、経
営基盤の強化と財政マネジメントの向上を目的として、中
長期的な経営の基本計画である「経営戦略」の 2020 年度ま
での策定を要請しました。これに伴い、県内の下水道事業
の全て経営戦略が策定されました。また、策定された経営
戦略は全て市町村のホームページ等において公開されてい
ます。
　続く 2022 年度には、2025 年度までに質を高めるための経
営戦略の改定が要請されました。これに伴い、県内市町村
では経営戦略の見直しが実施されています。

　官民連携を推進するため、国では、下水道分野には 2031 年度までに 100 件のウォーター PPP
の具体化を狙うといった数値目標が掲げられているほか、2027 年度以降に汚水管を改築する際に
はウォーター PPP の導入が決定済であることが要件化（ただし、緊急輸送道路の下に埋設されて
いる汚水管の耐震化を除く）するなど、官民連携手法の積極的な活用を求めています。

図 5-9　公共下水道事業の
経営戦略策定・公表率
（2025年 1月時点）
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　ウォーター PPP は、コンセッション方式と管理・更新一体マネジメント方式の総称です。この
うち、管理・更新一体マネジメント方式とは、コンセッション方式に準ずる効果が期待できる官
民連携手法であり、水道、下水道、工業用水道分野において、コンセッション方式に段階的に移
行するための官民連携手法とされています。長期契約で管理と更新を一体的にマネジメントでき
ることが特徴であり、複数年度・複数業務による民間委託（レベル 1 ～ 3）とコンセッション方式（レ
ベル 4）の間に位置することからレベル 3.5 とも呼ばれています。

　ウォーター PPP は、職員不足、施設老朽化、使用料収入減少といった地方公共団体が抱える様々
な課題を解決するための有効な手段と考えられています。

図 5-10　コンセッションおよびウォーター PPP の概要
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5.3　今後の課題

　人口減少に伴って、汚水処理施設へ流入する汚水量が減少していき、使用料収入の減少につな
がります。また、この傾向は、整備区域の拡大で部分的に普及人口が増加しても続くことが考え
られます。人口減少下においては、施設増設への慎重な判断、更新時の統廃合の検討など、施設
の効率的な運営管理がさらに求められています。

　全国平均値との比較では、岩手県の方が使用料単価・汚水処理原価ともやや高く、特に汚水処
理原価の方が全国平均値との差が大きい状況にあります。これより、汚水処理原価を踏まえた使
用料金の設定は、引き続き対処すべき課題となっています。
　また、汚水処理事業経営の改革にあたっては、事業管理者が中長期的な視点で計画的な経営に
取り組み、徹底した効率化、経営健全化を行う必要があります。その上で、経営に関する情報は
地域住民等へ公開し、経営の透明性の確保に努めることが重要です。

　汚水処理施設は、これまでの整備により大量にストックされているとともに、本県では 1970 年
以降に急激に整備された施設が、今後同じような時期に改築・更新時期を迎えることとなります。
持続可能な汚水処理事業の経営を行うためには、点検調査により劣化状況を把握し、計画的に老
朽化対策を実施するほか、必要に応じて官民連携手法の導入を進めていくこと、下水道事業にお
ける執行体制の強化などが必要です。
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5.4　新たな方針

　汚水処理施設を安定的に運営するためには健全な経営を行うことが重
要です。将来にわたって健全な経営が図られるように、以下の方針のも
と汚水処理事業の経営を行います。

　汚水処理施設は重要なライフラインであり、継続的に機能するよう運営する必要があります。
健全な経営は、汚水処理事業の持続的な運営に必要不可欠なことです。

　県内の下水道事業における経営戦略の策定率は 100％となっていますが、策定以降、経営戦略の
見直しが実施されていない事業体もあるため、各事業体に対し経営戦略の見直しを促していきま
す。

　少子高齢化に伴う人口減少により汚水量が減少していくことを見据え、既存の施設の広域化・
共同化を進め、効率的に維持管理できるような体制を検討していきます。

　汚水処理事業における人・モノ・カネの不足に対応するべく、民間企業の経験やノウハウを活
用した官民連携手法の導入について検討します。

■ 適切な施設維持管理や改築更新を進め、中長期的な見通しに基
づく計画的な経営を行う観点から、経営戦略の一定期間ごとの
見直しを推進します。

■ 広域化・共同化計画に基づく施設の統廃合により、経費削減を
図ります。

■ 民間企業のノウハウや創意工夫を活用した官民連携手法の導入
を推進します。
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5.5　新たな計画・目標

■ すべての下水道事業における経営戦略の見直しを行います。
　（目標値：見直し率 100％）
■ 広域化・共同化計画に基づき、施設の統廃合を目指します。
　（目標値：165 箇所 (2024 年度末 ) → 146 箇所 (2035 年度末 )）
■ ウォーター PPP 等の新たな官民連携手法の導入を推進します。

　今後の汚水処理の健全な運営には、持続性のある経営が重要な課題になっています。汚水処理
にかかる費用を下水道等使用料だけでは賄えていないため、維持管理コスト縮減の経営努力を引
き続き行う必要があります。

　人口減少社会にあっては、将来の処理量や料金収入の動向について見通しを立てて戦略的に事
業を進める必要があります。
　そしてこの見通しや経営目標を、地域住民へ説明していくとともに、社会情勢の変化や汚水処
理施設整備状況の変化などに対応した経営戦略へ見直しを行い、汚水処理事業の経営改善に努め
ます。

　経営を改善するには、維持管理費の縮減と更新費用の低減が必要です。汚水処理施設では、処
理場施設の維持管理費用や更新費用が高いため、処理場施設の統廃合及び広域化・共同化を進め
ることは、経営の改善に繋がっていきます。
　市町村において、広域化・共同化計画に基づく施設の統廃合や、必要に応じた計画の見直しが
図られるように、県ではサポートを行っていきます。

　官民連携手法の導入により、維持管理に関する効率化やコスト削減効果が期待されます。また、
民間会社の創意工夫によるサービスの質の向上やイノベーションの推進、リスク分担や資金調達
の効率化など、経営改善に多大な効果をもたらすことが期待されています。また、本県の下水道
施設についても「ウォーター PPP」を始めとする新たな官民連携手法の導入について検討します。
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